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○
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
収
益
事
業
の
範
囲
）

（
収
益
事
業
の
範
囲
）

第
七
条
の
四

法
第
二
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ

第
七
条
の
四

法
第
二
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
二
十
五
条
第
一
項
た
だ

し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
収
益
事

し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
収
益
事

業
は
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る

業
は
、
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る

事
業
で
、
継
続
し
て
事
業
場
を
設
け
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事

事
業
で
、
継
続
し
て
事
業
場
を
設
け
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事

業
の
う
ち
社
会
福
祉
法
人
、
更
生
保
護
法
人
、
学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
（
昭
和

業
の
う
ち
社
会
福
祉
法
人
、
更
生
保
護
法
人
、
学
校
法
人
又
は
私
立
学
校
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
百
五
十
二
条
第
五
項
の
法
人
が
行
う
事
業
で
そ

二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
六
十
四
条
第
四
項

の
法
人
が
行
う
事
業
で
そ

の
所
得
の
金
額
の
百
分
の
九
十
以
上
の
金
額
を
当
該
法
人
が
行
う
社
会
福
祉
事
業
、

の
所
得
の
金
額
の
百
分
の
九
十
以
上
の
金
額
を
当
該
法
人
が
行
う
社
会
福
祉
事
業
、

更
生
保
護
事
業
、
私
立
学
校
、
私
立
専
修
学
校
又
は
私
立
各
種
学
校
の
経
営
（
法
人

更
生
保
護
事
業
、
私
立
学
校
、
私
立
専
修
学
校
又
は
私
立
各
種
学
校
の
経
営
（
法
人

税
法
施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
）
に
充
て
て
い
る
も
の
（
そ
の
所

税
法
施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
）
に
充
て
て
い
る
も
の
（
そ
の
所

得
の
金
額
が
な
く
当
該
経
営
に
充
て
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
を
含
ま
な
い
も
の

得
の
金
額
が
な
く
当
該
経
営
に
充
て
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。
）
を
含
ま
な
い
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

（
特
許
権
等
の
譲
渡
等
に
よ
る
単
年
度
損
益
の
算
定
の
特
例
）

第
二
十
条
の
二
の
十
六

法
第
七
十
二
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
各
事

業
年
度
の
単
年
度
損
益
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
所
得
の
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
の
課
税
標
準
で
あ
る
所

得
の
計
算
上
同
号
に
規
定
す
る
所
得
の
金
額
と
さ
れ
た
額
と
す
る
。
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（
特
定
事
業
活
動
と
し
て
特
別
新
事
業
開
拓
事
業
者
の
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
の

（
特
定
事
業
活
動
と
し
て
特
別
新
事
業
開
拓
事
業
者
の
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
の

単
年
度
損
益
の
算
定
の
特
例
）

単
年
度
損
益
の
算
定
の
特
例
）

第
二
十
条
の
二
の
十
七

略

第
二
十
条
の
二
の
十
六

略

（
単
年
度
損
益
に
係
る
法
人
の
外
国
税
額
の
損
金
の
額
算
入
）

（
単
年
度
損
益
に
係
る
法
人
の
外
国
税
額
の
損
金
の
額
算
入
）

第
二
十
条
の
二
の
十
八

各
事
業
年
度
に
お
い
て
外
国
の
法
令
に
よ
り
法
人
税
に
相
当

第
二
十
条
の
二
の
十
七

各
事
業
年
度
に
お
い
て
外
国
の
法
令
に
よ
り
法
人
税
に
相
当

す
る
税
を
課
さ
れ
た
内
国
法
人
に
係
る
各
事
業
年
度
の
単
年
度
損
益
の
計
算
に
つ
い

す
る
税
を
課
さ
れ
た
内
国
法
人
に
係
る
各
事
業
年
度
の
単
年
度
損
益
の
計
算
に
つ
い

て
は
、
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
に
相
当
す
る
税
の
額
（

て
は
、
当
該
外
国
の
法
令
に
よ
り
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
に
相
当
す
る
税
の
額
（

法
人
税
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
外
国
法
人
税
の
額
（
同
条
第

法
人
税
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
外
国
法
人
税
の
額
（
同
条
第

二
十
五
項
後
段
、
第
二
十
六
項
後
段
、
第
二
十
七
項
後
段
及
び
第
三
十
一
項
後
段
の

二
十
五
項
後
段
、
第
二
十
六
項
後
段
、
第
二
十
七
項
後
段
及
び
第
三
十
一
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
そ
の
限
度
と
さ
れ
る
金
額
並
び
に
同
条
第
二
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を

規
定
に
よ
り
そ
の
限
度
と
さ
れ
る
金
額
並
び
に
同
条
第
二
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
金
額
以
外
の
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い

受
け
る
金
額
以
外
の
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
内
国
法
人
の
当
該
外
国
に
お
い
て
行
う
事
業
に
帰
属
す

て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
内
国
法
人
の
当
該
外
国
に
お
い
て
行
う
事
業
に
帰
属
す

る
所
得
以
外
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
た
も
の
は
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

る
所
得
以
外
の
所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
た
も
の
は
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

２

各
事
業
年
度
に
お
い
て
外
国
の
法
令
に
よ
り
法
人
税
に
相
当
す
る
税
を
課
さ
れ
た

２

各
事
業
年
度
に
お
い
て
外
国
の
法
令
に
よ
り
法
人
税
に
相
当
す
る
税
を
課
さ
れ
た

外
国
法
人
に
係
る
各
事
業
年
度
の
単
年
度
損
益
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
の

外
国
法
人
に
係
る
各
事
業
年
度
の
単
年
度
損
益
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
の

法
令
に
よ
り
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
に
相
当
す
る
税
の
額
（
法
人
税
法
第
百
四
十

法
令
に
よ
り
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
に
相
当
す
る
税
の
額
（
法
人
税
法
第
百
四
十

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
外
国
法
人
税
の
額
（
同
条
第
十
項
に
お
い

四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
外
国
法
人
税
の
額
（
同
条
第
十
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
九
条
第
二
十
五
項
後
段
及
び
第
二
十
六
項
後
段
の
規
定
に

て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
九
条
第
二
十
五
項
後
段
及
び
第
二
十
六
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
そ
の
限
度
と
さ
れ
る
金
額
並
び
に
同
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て

よ
り
そ
の
限
度
と
さ
れ
る
金
額
並
び
に
同
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
六
十
九
条
第
二
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
金
額
以
外
の
も

準
用
す
る
同
法
第
六
十
九
条
第
二
十
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
金
額
以
外
の
も

の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
第
二
十
一
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、

の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
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当
該
外
国
法
人
の
同
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る

当
該
外
国
法
人
の
同
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る

所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
た
も
の
は
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

所
得
に
対
し
て
課
さ
れ
た
も
の
は
、
損
金
の
額
に
算
入
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
十
八
第
二
項
の
特
定
株
式
等
）

（
法
第
七
十
二
条
の
十
八
第
二
項
の
特
定
株
式
等
）

第
二
十
条
の
二
の
十
九

略

第
二
十
条
の
二
の
十
八

略

（
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
に
有
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
所
）

（
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
に
有
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
所
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十

略

第
二
十
条
の
二
の
十
九

略

（
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
付
加
価
値
額
の
算
定
の
方

（
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
付
加
価
値
額
の
算
定
の
方

法
）

法
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一

法
第
七
十
二
条
の
十
九
後
段
に
規
定
す
る
同
条
に
規
定
す

第
二
十
条
の
二
の
二
十

法
第
七
十
二
条
の
十
九
後
段
に
規
定
す
る
同
条
に
規
定
す

る
特
定
内
国
法
人
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
特
定
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
の
法

る
特
定
内
国
法
人
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
特
定
内
国
法
人
」
と
い
う
。
）
の
法

の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
付
加
価
値
額
と
み
な
す
金
額
は
、
当
該
特
定
内
国

の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
付
加
価
値
額
と
み
な
す
金
額
は
、
当
該
特
定
内
国

法
人
の
付
加
価
値
額
の
総
額
（
第
二
十
条
の
二
の
十
八
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な

法
人
の
付
加
価
値
額
の
総
額
（
第
二
十
条
の
二
の
十
七
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な

い
で
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
）
に
当
該
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
に
有
す

い
で
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
）
に
当
該
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
に
有
す

る
前
条
の
場
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
、
次
条
第
一
項
、
第
二
十
条
の
二
の
二

る
前
条
の
場
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
、
次
条
第
一
項
、
第
二
十
条
の
二
の
二

十
五
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「

十
四
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
九
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「

外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
従
業
者
（
事
務
所
又
は
事
業
所
に
使

外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
従
業
者
（
事
務
所
又
は
事
業
所
に
使

用
さ
れ
る
者
で
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
、

用
さ
れ
る
者
で
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
一
項
、

第
二
十
条
の
二
の
二
十
五
第
二
項
、
第
二
十
条
の
二
の
二
十
七
、
第
二
十
一
条
の
十

第
二
十
条
の
二
の
二
十
四
第
二
項
、
第
二
十
条
の
二
の
二
十
六
、
第
二
十
一
条
の
九

、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を

、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
三
の
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
を

乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事

乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
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業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
合
計
数
で
除
し
て
計
算
す
る
。

業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
合
計
数
で
除
し
て
計
算
す
る
。

２
～
４

略

２
～
４

略

５

法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
二
項

５

法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
七
十
二
条
の
四
十
八
第
二
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
を
す
る
特
定
内
国
法
人
に
係
る
事
務
所
又
は
事

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
を
す
る
特
定
内
国
法
人
に
係
る
事
務
所
又
は
事

業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定

業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定

内
国
法
人
の
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
（
第
二
十
条

内
国
法
人
の
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
（
第
二
十
条

の
二
の
二
十
三
第
一
号
に
お
い
て
「
中
間
期
間
」
と
い
う
。
）
を
一
事
業
年
度
と
み

の
二
の
二
十
二
第
一
号
に
お
い
て
「
中
間
期
間
」
と
い
う
。
）
を
一
事
業
年
度
と
み

な
す
。

な
す
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
二

略

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一

略

２

略

２

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
六
項
第
一
号
の
総
資
産
の
帳
簿
価
額
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
六
項
第
一
号
の
総
資
産
の
帳
簿
価
額
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
三

略

第
二
十
条
の
二
の
二
十
二

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
六
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
株
式
又
は
出
資
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
六
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
株
式
又
は
出
資
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
四

略

第
二
十
条
の
二
の
二
十
三

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
五

略

第
二
十
条
の
二
の
二
十
四

略

２

略

２

略

３

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の

３

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
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適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
六

略

第
二
十
条
の
二
の
二
十
五

略

２

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び

２

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

の
規
定
は
、
前
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び

恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
非
課
税
事
業
等
を
行
う
法
人
の
資
本
割
の
課
税
標
準
の
算
定
）

（
非
課
税
事
業
等
を
行
う
法
人
の
資
本
割
の
課
税
標
準
の
算
定
）

第
二
十
条
の
二
の
二
十
七

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四

第
二
十
条
の
二
の
二
十
六

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四

号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
内
国
法
人
に
係

号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
内
国
法
人
に
係

る
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

る
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
一
項
中
「
減
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
減
算
し
た
金
額
と
の

条
第
一
項
中
「
減
算
し
た
金
額
と
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
減
算
し
た
金
額
と
の

合
計
額
に
、
当
該
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び

合
計
額
に
、
当
該
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び

法
の
施
行
地
外
に
有
す
る
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五

法
の
施
行
地
外
に
有
す
る
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五

号
）
第
二
十
条
の
二
の
二
十
に
規
定
す
る
場
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

号
）
第
二
十
条
の
二
の
十
九
に
規
定
す
る
場
所
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

「
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
従
業
者
（
事
務
所
又
は
事
業
所
に

「
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
」
と
い
う
。
）
の
従
業
者
（
事
務
所
又
は
事
業
所
に

使
用
さ
れ
る
者
で
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

使
用
さ
れ
る
者
で
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に

い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
又
は
第
四
号
に

掲
げ
る
事
業
に
係
る
者
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
内
国
法
人
の
法
の
施
行

掲
げ
る
事
業
に
係
る
者
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
内
国
法
人
の
法
の
施
行

地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の

地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の

合
計
数
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

合
計
数
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は

「
に
、
当
該
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び
外
国

「
に
、
当
該
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び
外
国
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の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三

の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三

号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
者
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
内
国

号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
者
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
内
国

法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事

法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事

業
所
の
従
業
者
の
合
計
数
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
」
と
す
る
。

業
所
の
従
業
者
の
合
計
数
で
除
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
」
と
す
る
。

２

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に

２

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業

用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業

者
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

者
の
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
及
び
４

略

３
及
び
４

略

５

第
三
項
の
内
国
法
人
又
は
前
項
の
外
国
法
人
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第

５

第
三
項
の
内
国
法
人
又
は
前
項
の
外
国
法
人
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
二
十
一
第

七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
金
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
金

七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
金
額
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
金

額
と
し
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
条

額
と
し
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
条

の
二
の
二
十
七
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規

の
二
の
二
十
六
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
を
適
用
し
た
後
の
金
額
と
す
る
」
と
す
る
。

定
を
適
用
し
た
後
の
金
額
と
す
る
」
と
す
る
。

６
及
び
７

略

６
及
び
７

略

８

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
、
第
四

８

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
三
項
、
第
四

項
又
は
前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
項
及
び
第
六
項
の
事
務

項
又
は
前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
項
及
び
第
六
項
の
事
務

所
又
は
事
業
所
並
び
に
第
四
項
及
び
前
項
の
恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

所
又
は
事
業
所
並
び
に
第
四
項
及
び
前
項
の
恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
特
許
権
等
の
譲
渡
等
に
よ
る
所
得
の
算
定
の
特
例
）

第
二
十
一
条
の
四

法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
の
事
業
税

の
課
税
標
準
で
あ
る
各
事
業
年
度
の
所
得
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
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の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
五
十
九
条
の
三

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
所
得
の
金
額
は
、
当
該
事
業
年
度
に
係
る
法
人
税
の
課

税
標
準
で
あ
る
所
得
の
計
算
上
同
号
に
規
定
す
る
所
得
の
金
額
と
さ
れ
た
額
と
す
る

。（
特
定
事
業
活
動
と
し
て
特
別
新
事
業
開
拓
事
業
者
の
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
の

（
特
定
事
業
活
動
と
し
て
特
別
新
事
業
開
拓
事
業
者
の
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
の

所
得
の
算
定
の
特
例
）

所
得
の
算
定
の
特
例
）

第
二
十
一
条
の
五

略

第
二
十
一
条
の
四

略

（
所
得
に
係
る
法
人
の
外
国
税
額
の
損
金
の
額
算
入
）

（
所
得
に
係
る
法
人
の
外
国
税
額
の
損
金
の
額
算
入
）

第
二
十
一
条
の
六

略

第
二
十
一
条
の
五

略

２

略

２

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の
特
定
株
式
等
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の
特
定
株
式
等
）

第
二
十
一
条
の
七

略

第
二
十
一
条
の
六

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
医
療
施
設
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
医
療
施
設
）

第
二
十
一
条
の
八

略

第
二
十
一
条
の
七

略

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
給
付
等
）

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
給
付
等
）

第
二
十
一
条
の
九

略

第
二
十
一
条
の
八

略

２

略

２

略
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（
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得
の
算
定
の
方
法
）

（
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得
の
算
定
の
方
法
）

第
二
十
一
条
の
十

法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
後
段
に
規
定
す
る
特
定
内
国
法
人
の
法

第
二
十
一
条
の
九

法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
後
段
に
規
定
す
る
特
定
内
国
法
人
の
法

の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得
と
み
な
す
金
額
は
、
当
該
特
定
内
国
法
人
の

の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
所
得
と
み
な
す
金
額
は
、
当
該
特
定
内
国
法
人
の

所
得
の
総
額
（
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
金
額

所
得
の
総
額
（
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
で
計
算
し
た
金
額

と
す
る
。
）
に
当
該
特
定
内
国
法
人
の
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数

と
す
る
。
）
に
当
該
特
定
内
国
法
人
の
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数

を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は

を
乗
じ
て
得
た
額
を
当
該
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は

事
業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
合
計
数
で
除
し
て
計
算
す
る

事
業
所
及
び
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
合
計
数
で
除
し
て
計
算
す
る

。

。

２

略

２

略

３

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

３

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

て
準
用
す
る
。

（
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
収
入
金
額
の
算
定
の
方
法

（
特
定
内
国
法
人
の
法
の
施
行
地
外
の
事
業
に
帰
属
す
る
収
入
金
額
の
算
定
の
方
法

）

）

第
二
十
三
条

略

第
二
十
三
条

略

２

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の

２

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
二
項
の
収
益
事
業
）

（
法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
二
項
の
収
益
事
業
）

第
五
十
六
条
の
二
十
二

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
二
項
の
収
益
事
業
は
、
法
人
税

第
五
十
六
条
の
二
十
二

法
第
七
百
一
条
の
三
十
四
第
二
項
の
収
益
事
業
は
、
法
人
税

法
施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
で
継
続
し
て
事
業
場
を
設
け
て
行
わ
れ
る
も
の

法
施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
事
業
で
継
続
し
て
事
業
場
を
設
け
て
行
わ
れ
る
も
の
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と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
の
う
ち
、
学
校
法
人
（
私
立
学
校
法
第
百
五
十
二
条

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
の
う
ち
、
学
校
法
人
（
私
立
学
校
法
第
六
十
四
条
第

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
）
が
学
生
又
は
生
徒
の
た
め
に

四
項

の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
含
む
。
）
が
学
生
又
は
生
徒
の
た
め
に

行
う
事
業
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

行
う
事
業
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
特
定
寄
附
信
託
に
係
る
利
子
等
の
支
払
の
事
務
）

（
特
定
寄
附
信
託
に
係
る
利
子
等
の
支
払
の
事
務
）

第
五
条
の
六

略

第
六
条

略

（
払
込
資
本
の
額
）

第
六
条

法
附
則
第
八
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
資
本

金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
と
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
と
の
合
計
額
と
す
る
。

（
法
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

（
法
人
の
事
業
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
六
条
の
二

法
附
則
第
九
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

第
六
条
の
二

法
附
則
第
九
条
第
七
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
総
資

よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
号
に
規
定
す
る
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
総
資

産
の
帳
簿
価
額
か
ら
第
二
十
条
の
二
の
二
十
三
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

産
の
帳
簿
価
額
か
ら
第
二
十
条
の
二
の
二
十
二
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
と
す
る
。

金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
と
す
る
。

２
～
５

略

２
～
５

略

６

法
附
則
第
九
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
十
三

６

法
附
則
第
九
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
十
三

項
又
は
第
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、

項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
五
項
第
九
号
に
規
定
す
る
雇
用
者
給

同
項
に

規
定
す
る
雇
用
者
給

与
等
支
給
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
掲

与
等
支
給
額
に
、
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
若
し
く
は
第
三
号
イ
に
掲
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げ
る
法
人
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す

げ
る
法
人
又
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す

る
事
務
所
又
は
事
業
所
（
法
第
七
十
二
条
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外
国
法
人

る
事
務
所
又
は
事
業
所
（
法
第
七
十
二
条
第
五
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
外
国
法
人

に
あ
つ
て
は
、
恒
久
的
施
設
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
従
業
者
（
事
務

に
あ
つ
て
は
、
恒
久
的
施
設
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
従
業
者
（
事
務

所
又
は
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

所
又
は
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
で
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
及
び
法
第
七

項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
及
び
法
第
七

十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
者
の
数
を
当
該
法

十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
者
の
数
を
当
該
法

人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
で
除
し
て
計
算

人
の
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
で
除
し
て
計
算

し
た
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

し
た
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

７

第
二
十
条
の
二
の
二
十
一
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の

７

第
二
十
条
の
二
の
二
十
第
三
項

か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

８

法
附
則
第
九
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
同
項
に
規

８

法
附
則
第
九
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
同
項
に
規

定
す
る
廃
炉
等
実
施
認
定
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
又
は
同
項

定
す
る
廃
炉
等
実
施
認
定
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
小
売
電
気
事
業
者
又
は
同
項

に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（

に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
か
ら
原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構
法
（

平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
炉

平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
廃
炉

等
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
銭
と
し
て
交
付
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る

等
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
金
銭
と
し
て
交
付
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相
当
す
る

収
入
金
額
と
す
る
。

収
入
金
額
と
す
る
。

９

法
附
則
第
九
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
電
気
供
給

９

法
附
則
第
九
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
電
気
供
給

業
を
行
う
法
人
が
、
同
項
に
規
定
す
る
卸
電
力
取
引
所
を
介
し
て
自
ら
が
供
給
を
行

業
を
行
う
法
人
が
、
同
項
に
規
定
す
る
卸
電
力
取
引
所
を
介
し
て
自
ら
が
供
給
を
行

つ
た
電
気
の
供
給
を
受
け
て
、
当
該
電
気
の
供
給
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法

つ
た
電
気
の
供
給
を
受
け
て
、
当
該
電
気
の
供
給
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法

人
が
当
該
供
給
を
受
け
た
電
気
の
料
金
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
収
入

人
が
当
該
供
給
を
受
け
た
電
気
の
料
金
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
に
相
当
す
る
収
入

金
額
と
す
る
。

金
額
と
す
る
。

法
附
則
第
九
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
特
定
吸

法
附
則
第
九
条
第
二
十
項

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
特
定
吸

10

10
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収
分
割
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
吸
収
分
割
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

収
分
割
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
吸
収
分
割
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
（
同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
特

い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
（
同
条
第
二
十
項

に
規
定
す
る
特

定
吸
収
分
割
承
継
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
条
第
二
十

定
吸
収
分
割
承
継
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
条
第
二
十

一
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
と
当
該
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の

項

に
規
定
す
る
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
と
当
該
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の

間
で
行
う
取
引
（
特
定
吸
収
分
割
会
社
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の

間
で
行
う
取
引
（
特
定
吸
収
分
割
会
社
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の

全
部
又
は
一
部
を
二
以
上
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
に
承
継
さ
せ
た
場
合
に
は
、

全
部
又
は
一
部
を
二
以
上
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
に
承
継
さ
せ
た
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の
間
で
行
う
取
引
を
含
む
。
）
の
う
ち
同

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の
間
で
行
う
取
引
を
含
む
。
）
の
う
ち
同

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
」

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
」

と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
又
は
当
該
特
定
吸

と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
又
は
当
該
特
定
吸

収
分
割
承
継
会
社
が
当
該
特
定
取
引
の
相
手
方
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相

収
分
割
承
継
会
社
が
当
該
特
定
取
引
の
相
手
方
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相

当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
。

当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
。

法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
同
項
に

法
附
則
第
九
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
同
項
に

11

11

規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
要
す
る

規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
原
子
力
損
害
の
賠
償
に
要
す
る

金
銭
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
及
び
同
項
に
規
定
す
る
原

金
銭
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
及
び
同
項
に
規
定
す
る
原

子
力
発
電
工
作
物
の
廃
止
に
要
す
る
金
銭
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定

子
力
発
電
工
作
物
の
廃
止
に
要
す
る
金
銭
に
相
当
す
る
金
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定

め
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
賠
償
負
担
金
相
当
金
額
等
」
と
い
う
。
）
を

め
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
賠
償
負
担
金
相
当
金
額
等
」
と
い
う
。
）
を

同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
発
電
事
業
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す

同
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
発
電
事
業
者
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
当
該
発
電
事
業
者
に
交
付
す
る
賠

る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
当
該
発
電
事
業
者
に
交
付
す
る
賠

償
負
担
金
相
当
金
額
等
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
配
電
事
業

償
負
担
金
相
当
金
額
等
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
配
電
事
業

者
が
賠
償
負
担
金
相
当
金
額
等
を
同
項
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
で
総
務
省

者
が
賠
償
負
担
金
相
当
金
額
等
を
同
項
に
規
定
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
で
総
務
省

令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
配
電
事
業
者
が
当
該
一
般
送

令
で
定
め
る
も
の
に
交
付
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
配
電
事
業
者
が
当
該
一
般
送

配
電
事
業
者
に
交
付
す
る
賠
償
負
担
金
相
当
金
額
等
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
す
る

配
電
事
業
者
に
交
付
す
る
賠
償
負
担
金
相
当
金
額
等
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
す
る

。

。
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法
附
則
第
九
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
特
定
吸

法
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
特
定
吸

12

12

収
分
割
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
吸
収
分
割
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

収
分
割
会
社
（
同
項
に
規
定
す
る
特
定
吸
収
分
割
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
（
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
特

い
て
同
じ
。
）
又
は
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
（
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
特

定
吸
収
分
割
承
継
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
条
第
二
十

定
吸
収
分
割
承
継
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
同
条
第
二
十

三
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
と
当
該
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の

二
項
に
規
定
す
る
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
と
当
該
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の

間
で
行
う
取
引
（
特
定
吸
収
分
割
会
社
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の

間
で
行
う
取
引
（
特
定
吸
収
分
割
会
社
が
そ
の
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
の

全
部
又
は
一
部
を
二
以
上
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
に
承
継
さ
せ
た
場
合
に
は
、

全
部
又
は
一
部
を
二
以
上
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
に
承
継
さ
せ
た
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の
間
で
行
う
取
引
を
含
む
。
）
の
う
ち
同

そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
吸
収
分
割
承
継
会
社
と
の
間
で
行
う
取
引
を
含
む
。
）
の
う
ち
同

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
」

項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
取
引
」

と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
又
は
当
該
特
定
吸

と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
吸
収
分
割
会
社
又
は
当
該
特
定
吸

収
分
割
承
継
会
社
が
当
該
特
定
取
引
の
相
手
方
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相

収
分
割
承
継
会
社
が
当
該
特
定
取
引
の
相
手
方
か
ら
支
払
を
受
け
る
べ
き
金
額
に
相

当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
。

当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
。

法
附
則
第
九
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
電
気
供

法
附
則
第
九
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
金
額
は
、
電
気
供

13

13

給
業
を
行
う
法
人
が
電
気
事
業
法
第
二
十
八
条
の
四
十
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業

給
業
を
行
う
法
人
が
電
気
事
業
法
第
二
十
八
条
の
四
十
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業

務
に
係
る
対
価
と
し
て
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
と
し
て

務
に
係
る
対
価
と
し
て
広
域
的
運
営
推
進
機
関
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
と
し
て

総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
。

総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
収
入
金
額
と
す
る
。

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
）

第
十
条
の
二
の
二

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で

第
十
条
の
二
の
二

定
め
る
船
舶
は
、
専
ら
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
用
（
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る

事
業
の
用
を
除
く
。
）
に
供
す
る
船
舶
と
す
る
。

２
～

略

①
～

略

12

11
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